
熊本県新型コロナウイルス経営改善資金（伴走支援型）
一定の要件を満たした中小企業者が、金融機関との対話を通じてコロナ禍を乗り越えるための「経営行動計画書」を作
成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げる制度
です。

熊本県

融資

新型コロナウイルス関連 / 融資・貸付

金融円滑化特別資金のうち新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者を対象とする資金
、新型コロナウイルス感染症対応資金、伴走支援型特別保証又は事業再生計画実施関連保
証（感染症対応型）に係る保証付の融資残高を有する者

～

融資限度額６０００万円

最近１か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して15％以上減少していること 等

資金使途：設備投資
融資期間：10年以内（据置期間５年以内）

商工振興金融課
電話：096-333-2314

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/50733.html
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